
次第文書番号Ｋ-47 

平成 30年１月吉日 

ご利用者 各位 

東広島芸術文化ホールくらら 

館長 森本 浩司 

 

 

サロンホールの新料金設定のご案内 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2018年 4月 1日以降の利用申請分から、条例の改正に伴い、サロンホールに１時間料金の新たな 

料金設定が加わります。ご利用の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

同封書類    練習室・稽古場兼大会議室／付帯設備の新利用料金表 

          具体的なご利用方法について 

 

 

本件についての問い合わせ先 

 

東広島芸術文化ホールくらら      電話：082-426-5900 (9:00～19:00) 

貸館担当者まで 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



新利用料金表（※2018年 4月 1日申請分から適用） 

※１時間利用の申請開始時期は、利用日の属する日の 3 ヶ月前初日からとなります。 

 

利用可能時間 9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00 

１区分利用 4,430円 5,890円 7,350円 

2区分利用 

（午前・午後） 
8,770円 

 

2区分利用 

（午後・夜間）  
11,250円 

3区分利用 15,020円 

1時間あたりの利用 1,480円 1,480円 1,840円 

 

1時間あたりの附属設備料金 

※１ 共用となりますので、ご利用いただけない場合がございます。 

既存の付帯設備料金表の【超過】項目が適用となります。      （単位：円） 

名称 単位 料金 超過 備考 
(1 区分あたり) (1 時間につき) 

舞

台

設

備 

緋毛氈  ※1 1枚 120 40  

長座布団 ※1 1枚 70 20  

高座用座布団 ※1 1枚 140 50  

めくり台 ※1 1台 80 30  

演奏者用譜面台 ※1 1台 50 20  

バレエ用シート ※1 1式 1,460 490 テープは利用者にて準備 

バレエバー ※1 1本 60 20 
 

簡易移動型ミキサー ※1 1式 350 120  

移動スピーカー ※1 1台 300 100  

移動スピーカー用パワーアンプ ※1 1台 230 80  

小型パワードスピーカー ※1 1式 240 80  

ダイナミックマイクロホン ※1 1本 310 100  

マイクスタンド ※1 1本 50 20  

持込電気器具（定格消費電力の合計で算定） 1kw 110 40 1kw未満の端数は切り捨て 

照

明

設

備 

ハロゲンスポットライト（1キロワット） 1台 110 40  

パーライト（1キロワット）  1台 110 40  

移動型調光器  ※1 1台 340 110  

持込電気器具（定格消費電力の合計で算定） 1kw 110 40 1kw未満の端数は切り捨て 

楽

器 

グランドピアノ（セミコン ヤマハ C6X） 1台 1,160 390 調律代は別途 

電子ピアノ  ※1 1台 150 50  

ドラムセット  ※1 1台 320 110 スティックは利用者にて準備 



具体的なご利用方法について 

 

※1区分利用及び、1時間利用の場合、12:00～13:00 と 17:00～18:00の時間は清掃・設備点検

時間の為予約及び延長は出来ません。 

 

【Ｑ1】サークル活動で 13時～17時まで使用する場合の利用料金は？ 

【Ａ1】従来通り、午後の区分利用が適用となり、5,890円が基本利用料となります。 

 

 

【Ｑ2】サークル活動で 13時～15時まで使用する場合の利用料金は？ 

【Ａ2】１時間につき 1,480円の利用料金が適用となり、1,480円×2時間＝2,960円が基本利用料

となります。 

 

 

【Ｑ3】サークル活動 18時～21時まで使用する場合の利用料金は？ 

【Ａ3】1時間につき 1,840円の利用料金が適用となり、1,8４0円×3時間＝5,520円が基本利用料

となります。 

 

 

【Ｑ4】サークル活動で 16時 30分～19時 30分まで使用したい場合は？ 

【A4】17時～18時まで清掃・設備点検時間の為、利用可能時間内で調整をお願いします。 

 

 

【Ｑ5】技術者を要する発表会を 13時 30分～15時 30分まで使用したい場合は？ 

【A5】技術者を要する利用の場合は、区分利用のみとなりますので午後区分の 5,890円が基本利用

料となります。 

 

 

【Ｑ6】6か月後に 14時 00分～16時 00分の時間利用をしたい場合は？ 

【A6】時間利用の場合は、申請開始時期が利用日の属する日の 3 ヶ月前初日からとなっております

ので、現在は申請不可となります。 

 


